
○松本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する規程 

平成１８年３月３１日 

訓令乙第２０号 

改正 平成３０年３月３０日訓令乙第６号 

平成３０年１２月２７日訓令乙第３１号 

令和２年６月１日訓令乙第３９号 

（目的） 

第１条 この規程は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）

第４４条第１項及び松本市国民健康保険の保険給付等に関する規則（平成３０年規則第１

９号。以下「規則」という。）第５条第１項の規定に基づき、一部負担金（高額療養費に

該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。）の減額又は免除（以下「減免」という。）

及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 実収入月額 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護の要否

判定に用いられる収入認定額をいう。 

（２） 基準生活費 生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）

に規定する基準生活費をいう。 

（３） 一部負担金所要見込額 月の初日から当該月の末日までにおける被保険者の属す

る世帯の医療機関、薬局等への支出見込額をいう。 

（４） 一部負担金充当可能額 実収入月額から基準生活費の１０００分の１１５５に相

当する額を減じた額をいう。 

（５） 一部負担金不足額 一部負担金所要見込額から一部負担金充当可能額を減じた額

をいう。 

（要件） 

第３条 規則第５条第１項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の要件は、次のとお

りとする。この場合において、世帯の実収入月額及び基準生活費の算定には、同一の住居

に居住し、生計を一にしている者及び住居を一にしていない者であっても、当該世帯の生

計状況等から同一世帯として算定することが適当であると認める者を含めるものとする。 

（１） 免除 実収入月額が基準生活費の１０００分の１１５５に相当する額以下のとき。 



（２） 減額 実収入月額が基準生活費の１０００分の１１５５に相当する額超１０００

分の１３６５に相当する額以下のとき。 

（３） 徴収猶予 実収入月額が基準生活費の１０００分の１３６５に相当する額を超え

る場合で、当該実収入月額が基準生活費の１０００分の１１５５に相当する額と一部負

担金所要見込額を合算した額に満たないとき。 

（減額率） 

第４条 一部負担金の減額率は、一部負担金不足額を一部負担金所要見込額で除して算定す

るものとする。この場合において、小数点以下第１位未満の端数があるときは、当該端数

を四捨五入するものとする。 

（必要書類） 

第５条 規則第６条の規定による申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

（１） 世帯状況・収入状況等申告書（様式第１号） 

（２） 給与証明書（様式第２号。給与所得を有する世帯に限る。） 

（３） 預貯金等の残高を証明する書類 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（審査） 

第６条 規則第６条に規定する申請書を受理したときは、その内容及び次に掲げる事項を調

査し、必要があると認めるときは、法第１１３条の規定により、申請者に対し、文書その

他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うものとする。 

（１） 当該世帯が保有している資産の全てを生活又は営業のために活用していること。 

（２） 当該世帯に属する世帯員のうち、労働能力を有する者が全て就労していること。

ただし、就労していないことに特別の事情があると認める者を除くものとする。 

２ 前項の調査において、申請者が非協力的又は消極的であり、内容の確認が困難である場

合は、申請を却下するものとする。 

３ 第１項の規定による調査の結果、生活保護法の適用が認められるときは、生活保護を受

けるよう指導するものとする。 

（証明書の有効期限） 

第７条 規則第７条の規定による証明書の有効期限は、申請のあった日の属する月（以下「申

請月」という。）又は申請月の翌月の初日から当該日の属する月の末日までとする。 

（補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日訓令乙第６号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の第７条の規定は、この訓令の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例

による。 

附 則（平成３０年１２月２７日訓令乙第３１号） 

（施行期日） 

１ この訓令中第１条の規定は平成３０年１２月２７日から、第２条の規定は平成３１年１

０月１日から、第３条の規定は平成３２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の松本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関

する規程（以下「新要綱」という。）の規定は、平成３０年１２月２７日以後の申請に係

るものから適用し、平成３０年１２月２７日前の申請に係るものについては、なお従前の

例による。 

３ 第１条の規定による改正前の松本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関

する規程の規定による様式は、当分の間新要綱の規定による様式とみなす。 

４ 第２条の規定による改正後の松本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関

する規程の規定は、平成３１年１０月１日以後の申請に係るものから適用し、平成３１年

１０月１日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。 

５ 第３条の規定による改正後の松本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関

する規程の規定は、平成３２年１０月１日以後の申請に係るものから適用し、平成３２年

１０月１日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和２年６月１日訓令乙第３９号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和２年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の第６条の規定は、この訓令の施行の日（以下「施行日」という。）



以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例

による。 

３ この訓令による改正前の松本市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する

規程の規定による様式は、当分の間、この訓令による改正後の松本市国民健康保険一部負

担金の減免及び徴収猶予に関する規程の規定による様式とみなす。 


